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(57)【要約】
【課題】生物難分解性有機物が含まれる有機排水を効果
的に処理でき、得られる処理水中のＴＯＣ濃度を十分に
低減できる有機排水の処理装置を提供すること。
【解決手段】生物難分解性有機物及び生物易分解性有機
物を含有する有機排水の処理装置１００であって、有機
排水を生物処理する第１処理装置１と、第１処理装置１
の下流側にあり、生物難分解性有機物の少なくとも一部
をオゾン処理によって分解して分解物を得る第２処理装
置２と、第２処理装置２の下流側にあり、分解物に対し
て逆浸透膜処理又は生物処理を行う第３処理装置４と、
第３処理装置４の下流側にあり、逆浸透膜処理及び生物
処理のうち第３処理装置４と異なる処理を行う第４処理
装置５とを具備する有機排水の処理装置１００。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生物難分解性有機物及び生物易分解性有機物を含有する有機排水の処理方法であって、
　前記有機排水を生物処理する第１処理工程と、
　前記生物難分解性有機物の少なくとも一部をオゾン処理によって分解して分解物を得る
第２処理工程と、
　前記分解物に対して逆浸透膜処理又は生物処理を行う第３処理工程と、
　前記第３処理工程における前記逆浸透膜処理及び前記生物処理のうち前記第３処理工程
で行われる処理と異なる処理を行う第４処理工程とを含む
ことを特徴とする有機排水の処理方法。
【請求項２】
　前記第３処理工程において前記逆浸透膜処理を行い、前記第４処理工程において前記生
物処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の有機排水の処理方法。
【請求項３】
　前記第３処理工程において前記生物処理を行い、前記４工程において前記逆浸透膜処理
を行い、
　前記第３処理工程の後でかつ前記第４処理工程の前に、凝集分離処理を行う凝集分離処
理工程をさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載の有機排水の処理方法。
【請求項４】
　前記第２処理工程の後でかつ前記第３処理工程の前に、活性炭処理を行う活性炭処理工
程をさらに含む
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の有機排水の処理方法。
【請求項５】
　前記第３処理工程又は前記第４処理工程における前記生物処理が、生物活性炭を用いて
行われる
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の有機排水の処理方法。
【請求項６】
　前記生物難分解性有機物が界面活性剤である
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の有機排水の処理方法。
【請求項７】
　生物難分解性有機物及び生物易分解性有機物を含有する有機排水の処理装置であって、
　前記有機排水を生物処理する第１処理装置と、
　前記第１処理装置の下流側にあり、前記生物難分解性有機物の少なくとも一部をオゾン
処理によって分解して分解物を得る第２処理装置と、
　前記第２処理装置の下流側にあり、前記分解物に対して逆浸透膜処理又は生物処理を行
う第３処理装置と、
　前記第３処理装置の下流側にあり、前記逆浸透膜処理及び前記生物処理のうち前記第３
処理装置と異なる処理を行う第４処理装置とを具備する
ことを特徴とする有機排水の処理装置。
【請求項８】
　前記第３処理装置が前記逆浸透膜処理を行うものであり、
　前記第４処理装置が前記生物処理を行うものである
ことを特徴とする請求項７に記載の有機排水の処理装置。
【請求項９】
　前記第３処理装置が前記生物処理を行うものであり、
　前記第４処理装置が前記逆浸透膜処理を行うものであり、
　前記第３処理装置の下流側でかつ前記第４処理装置の上流側に、凝集分離処理を行う凝
集分離処理装置をさらに具備する
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ことを特徴とする請求項７に記載の有機排水の処理装置。
【請求項１０】
　前記第２処理装置の下流側でかつ前記第３処理装置の上流側に、活性炭処理を行う活性
炭処理装置をさらに具備する
ことを特徴とする請求項７～９のいずれか一項に記載の有機排水の処理装置。
【請求項１１】
　前記第３処理装置又は前記第４処理装置における前記生物処理が生物活性炭を用いて行
われる
ことを特徴とする請求項７～１０のいずれか１項に記載の有機排水の処理装置。
【請求項１２】
　前記生物難分解性有機物が界面活性剤である
ことを特徴とする請求項７～１１のいずれか１項に記載の有機排水の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機排水の処理方法及び処理装置に係り、より詳細には、界面活性剤などの
生物難分解性有機物を含む有機排水の処理方法及び処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体や液晶パネルおよびその部材の製造プロセスには洗浄のために多量の超純水が使
用されており、環境負荷の低減、水資源の有効活用などの観点から、リンス排水の回収・
再利用が広く行われている。リンス排水中には界面活性剤、顔料、有機溶媒などの様々な
有機物が含まれており、これらを除去する必要がある。このようなリンス排水の処理方法
として、従来、以下のものが知られている。
【０００３】
　即ち、リンス排水を、オゾン処理した後に逆浸透膜を用いて処理することにより、リン
ス排水中に含まれる界面活性剤による逆浸透膜の閉塞を抑制することが知られている（下
記特許文献１，２参照）。
【０００４】
　また、オゾン処理またはオゾン促進酸化処理の後段に生物処理(生物活性炭等)でオゾン
処理の分解物を生物酸化することにより、必要なオゾンを低減しながら、目標とするＴＯ
Ｃ濃度までＴＯＣを低減する方法も知られている(例えば下記特許文献３及び４参照)。
【特許文献１】特開２００５－２３０７７４号公報
【特許文献２】特開２００８－６４２号公報
【特許文献３】特開平３－５６１９６号公報
【特許文献４】特開２００１－１７０６７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、前述した従来の方法には以下のような問題点があった。
【０００６】
　即ち、上記特許文献１，２に記載の方法では、界面活性剤を含有するリンス排水をオゾ
ン処理すると、その処理水中に界面活性剤の分解物である低分子の非イオン性ＴＯＣが増
加する。これらは逆浸透膜で非常に除去されにくく、逆浸透膜処理水にリークするため、
回収水中のＴＯＣ濃度を低減するという点で改善の余地がある。
【０００７】
　また特許文献３，４に記載の方法では、リンス排水中には界面活性剤以外の有機物(顔
料、有機溶媒など)が含まれていることがほとんどであり、直接オゾン処理をするとそれ
らにオゾンが消費され、界面活性剤を分解するのに必要なオゾン量が減少する。ここで、
オゾン量を過剰にすることで界面活性剤を十分に分解することも考えられるが、この場合
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、オゾンは高価であるため経済性が悪くなるとともに、残存するオゾンが微生物を死滅さ
せるおそれがあり、後段の生物処理に悪影響を与えるおそれがある。この結果、後段で生
物処理が十分に行われなくなり、ＴＯＣ濃度を十分に低減することができなくなる。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、界面活性剤などの生物難分解性有機物
が含まれる有機排水を効果的に処理でき、得られる処理水中のＴＯＣ濃度を十分に低減で
きる有機排水の処理方法及び処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、オゾン処理の前に生物
処理を行い、オゾン処理後、逆浸透膜処理及び生物処理を行うことで、生物難分解性有機
物を効果的に除去できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　即ち本発明は、生物難分解性有機物及び生物易分解性有機物を含有する有機排水の処理
方法であって、前記有機排水を生物処理する第１処理工程と、前記生物難分解性有機物の
少なくとも一部をオゾン処理によって分解し、分解物を得る第２処理工程と、前記分解物
に対して逆浸透膜処理又は生物処理を行う第３処理工程と、前記第３処理工程における前
記逆浸透膜処理及び前記生物処理のうち前記第３処理工程で行われる処理と異なる処理を
行う第４処理工程とを含むことを特徴とする有機排水の処理方法である。
【００１１】
　この有機排水の処理方法によれば、有機排水が第１処理工程で生物処理されるとき、有
機排水中に含まれる生物難分解性有機物及び生物易分解性有機物のうち、主として生物易
分解性有機物が生物処理によって低減される。このため、第２処理工程でオゾン処理によ
って生物難分解性有機物を行う場合に、生物難分解性有機物が効果的にオゾン処理される
ことになる。このため、オゾン処理に使用するオゾン量を低減することができる。このた
め、後段の第３処理工程又は第４処理工程で行われる生物処理が、残存するオゾンによっ
て悪影響を受けることを十分に抑制することができる。さらに、第２処理工程では、生物
難分解性有機物の少なくとも一部が分解され、このとき得られる分解物は、逆浸透膜処理
工程と生物処理工程とを行うことによって効果的に除去される。
【００１２】
　上記有機排水の処理方法は、前記第３処理工程において前記逆浸透膜処理を行い、前記
第４処理工程において前記生物処理を行うことが好ましい。
【００１３】
　このように、第３処理工程で逆浸透膜処理が行われ、第４処理工程で生物処理が行われ
ることにより、分解物の逆浸透膜処理に際して、フラックスを安定化することが可能とな
る。
【００１４】
　上記有機排水の処理方法は、前記第３処理工程において前記生物処理を行い、前記４工
程において前記逆浸透膜処理を行い、前記第３処理工程の後でかつ前記第４処理工程の前
に、凝集分離処理を行う凝集分離処理工程をさらに含むことが好ましい。
【００１５】
　この場合、第３処理工程で生物処理が行われた後の凝集分離処理工程において、第４処
理工程における逆浸透膜処理に際しフラックス低下の原因となる懸濁物質が十分に除去さ
れ、第４処理工程におけるフラックスの低下が十分に抑制され、逆浸透膜処理におけるフ
ラックスを安定化することが可能となる。
【００１６】
　上記有機排水の処理方法は、前記第２処理工程の後でかつ前記第３処理工程の前に、活
性炭処理を行う活性炭処理工程をさらに含むことが好ましい。
【００１７】
　この場合、第２処理工程でオゾン処理によって生物難分解性有機物の分解が行われた後
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、残存オゾンが活性炭処理工程によって十分に除去されるため、後段の生物処理へのオゾ
ンによる阻害が十分に抑制され、生物処理の処理効率の低下を十分に抑制することができ
る。また同様に後段の逆浸透膜がオゾンにより劣化することを抑制することができる。
【００１８】
　前記第３処理工程又は前記第４処理工程における生物処理が生物活性炭を用いて行われ
ることが好ましい。
【００１９】
　生物活性炭は、低負荷でも菌体の維持が可能であり、加えて、生物処理を生物活性炭を
用いて行うと、それを実施する装置の設置面積を小さくできるとともに、安定した処理水
水質を見込むことができる。
【００２０】
　また本発明は、生物難分解性有機物及び生物易分解性有機物を含有する有機排水の処理
装置であって、前記有機排水を生物処理する第１処理装置と、前記第１処理装置の下流側
にあり、前記生物難分解性有機物の少なくとも一部をオゾン処理によって分解して分解物
を得る第２処理装置と、前記第２処理装置の下流側にあり、前記分解物に対して逆浸透膜
処理又は生物処理を行う第３処理装置と、前記第３処理装置の下流側にあり、前記逆浸透
膜処理及び前記生物処理のうち前記第３処理装置と異なる処理を行う第４処理装置とを具
備することを特徴とする有機排水の処理装置である。
【００２１】
　この有機排水の処理装置によれば、有機排水が第１処理装置で生物処理されるとき、第
１処理装置では、有機排水中に含まれる生物難分解性有機物及び生物易分解性有機物のう
ち、主として生物易分解性有機物が生物処理によって低減される。このため、第２処理装
置でオゾン処理を行うに際し、主として生物難分解性有機物がオゾン処理を受けることに
なる。このため、オゾン処理に使用するオゾン量を低減することができる。このため、後
段の第３処理装置又は第４処理装置で生物処理が、残存するオゾンによって悪影響を受け
ることを十分に抑制することができる。さらに、第２処理装置では、生物難分解性有機物
の少なくとも一部が分解され、このとき得られる分解物は、第３処理装置及び第４処理装
置で行われる逆浸透膜処理と生物処理とによって効果的に除去することができる。
【００２２】
　また上記有機排水の処理装置においては、前記第３処理装置が前記逆浸透膜処理を行う
ものであり、前記第４処理装置が前記生物処理を行うものであることが好ましい。
【００２３】
　このように、第３処理装置で逆浸透膜処理が行われ、第４処理装置で生物処理が行われ
ることにより、分解物の逆浸透膜処理に際して、フラックスを安定化することが可能とな
る。
【００２４】
　また上記有機排水の処理装置においては、前記第３処理装置が前記生物処理を行うもの
であり、前記第４処理装置が前記逆浸透膜処理を行うものであり、前記第３処理装置の下
流側でかつ前記第４処理装置の上流側に、凝集分離処理を行う凝集分離処理装置をさらに
具備することが好ましい。
【００２５】
　この場合、第３処理装置で生物処理が行われた後、凝集分離処理装置で、第４処理装置
における逆浸透膜処理でフラックス低下の原因となる懸濁物質が十分に除去されるため、
第４処理装置におけるフラックスの低下が十分に抑制され、逆浸透膜処理におけるフラッ
クスを安定化することが可能となる。
【００２６】
　上記有機排水の処理装置は、前記第２処理装置の下流側でかつ前記第３処理装置の上流
側に、活性炭処理を行う活性炭処理装置をさらに具備することが好ましい。
【００２７】
　この場合、活性炭処理装置によって、残存するオゾンが十分に除去されるため、下流側
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の第３又は第４処理装置における生物処理へのオゾンによる阻害が十分に抑制され、生物
処理の処理効率の低下を十分に抑制することができる。また同様に後段の逆浸透膜がオゾ
ンにより劣化することを抑制することができる。
【００２８】
　上記有機排水の処理装置においては、前記第３処理装置又は前記第４処理装置における
前記生物処理が生物活性炭を用いて行われることが好ましい。
【００２９】
　生物活性炭は、低負荷でも菌体の維持が可能であり、加えて、第３処理装置又は第４処
理装置の設置面積を小さくできるとともに、安定した処理水水質を見込むことができる。
【００３０】
　本発明の有機排水の処理方法又は処理装置は、生物難分解性有機物が界面活性剤である
場合に、得られる処理水中のＴＯＣ濃度を顕著に低減することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の有機排水の処理方法及び処理装置によれば、生物難分解性有機物が含まれる有
機排水を効果的に処理でき、得られる処理水中のＴＯＣ濃度を十分に低減することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、全図中、同一又は同等の構成
要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００３３】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明に係る有機排水の処理装置を示すフロー図である。図１に示すように、
本実施形態の有機排水の処理装置１００は、生物難分解性有機物及び生物易分解性有機物
を含有する有機排水の処理装置であり、有機排水を生物処理する第１生物処理装置（第１
処理装置）１と、生物難分解性有機物の少なくとも一部をオゾン処理によって分解し分解
物を得るオゾン処理装置（第２処理装置）２と、残存するオゾンを除去する活性炭処理装
置３と、上記分解物を逆浸透膜処理する逆浸透膜処理装置（第３処理装置）４と、上記分
解物のうち逆浸透膜処理装置４で除去されないものを生物処理する第２生物処理装置（第
４処理装置）５とを備えている。
【００３４】
　第１生物処理装置１には、原水である有機排水を導入する導入ラインＬ１が接続され、
第１生物処理装置１とオゾン処理装置２とはラインＬ２によって接続され、オゾン処理装
置２と活性炭処理装置３とはラインＬ３によって接続され、活性炭処理装置３と逆浸透膜
処理装置４とはラインＬ４によって接続され、逆浸透膜処理装置４と第２生物処理装置５
とはラインＬ５によって接続されている。そして、第２生物処理装置５には処理水排出ラ
インＬ６が接続されている。また導入ラインＬ１には酸又はアルカリを導入ラインＬ１に
添加するｐＨ調整剤添加装置１０が設置されている。ラインＬ５にも、酸又はアルカリを
導入ラインＬ５に添加するｐＨ調整剤添加装置１１が設置されている。
【００３５】
　即ちオゾン処理装置２は、第１生物処理装置１の下流側に設置され、活性炭処理装置３
は、オゾン処理装置２の下流側でかつ逆浸透膜処理装置４の上流側に設置されている。逆
浸透膜処理装置４は、活性炭処理装置３の下流側に設置され、第２生物処理装置５は、逆
浸透膜処理装置４の下流側に設置されている。
【００３６】
　第１生物処理装置１は、導入ラインＬ１を経て導入された有機排水に含まれる生物難分
解性有機物及び生物易分解性有機物のうち、主として生物易分解性有機物を生物処理する
ものであり、その生物処理水はラインＬ２を経て排出される。生物処理は、生物易分解性
有機物を生物処理できるものであればよく、好気処理であっても嫌気処理であってもよい



(7) JP 2010-99545 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

が、特に水質変動（有機物組成の変動）が起こりやすい排水（半導体や液晶パネルおよび
その部材の製造プロセスにおけるリンス排水など）を処理するときは、分解可能な有機物
の種類が多い好気処理の方が好ましい。好気処理が行われる場合、例えば、好気性菌を槽
内で馴養させ、滞留時間は３０分～３０時間程度とすればよい。原水のＴＯＣ濃度が高い
場合には、第１生物処理装置１は、高負荷が許容できる、即ち閉塞が起こらない生物処理
を行うことが必要である。そのため、第１生物処理装置１としては、曝気槽内に活性汚泥
を含むもの、又は担体に生物膜を付着させたものを曝気槽内に有するものが好ましく用い
られる。なお、生物易分解性有機物とは、生物難分解性有機物とは異なるものであり、例
えば有機溶媒や顔料や現像液などである。
【００３７】
　オゾン処理装置２は、ラインＬ２を経て流入される流入水中の生物難分解性有機物の少
なくとも一部をオゾン処理による強制酸化によって部分分解し、部分分解物を得るもので
ある。オゾン処理装置２で得られるオゾン処理水は、ラインＬ３を経て排出される。この
ようなオゾン処理装置２は、流路もしくは槽にオゾンガスを吹き込むものであれば特に限
定はなく、このようなオゾン処理装置２としては、エジェクタ、渦流ポンプ、スタティッ
クミキサ、散気管などを使用した装置を用いることができる。
【００３８】
　なお、生物難分解性有機物を強制酸化する装置として、ＵＶ酸化装置も考えられるが、
排水は一般に大流量であり、また濁りを有するため、ＵＶ酸化装置では多大なコストがか
かる上に酸化を効果的に行うことができない。そのため、生物難分解性有機物を強制酸化
する装置として、流路若しくは槽にオゾンガスを吹き込むオゾン処理装置を採用している
。
【００３９】
　活性炭処理装置３は、ラインＬ３から流入される流入水を、活性炭を用いて処理するも
のである。ここで、活性炭は、流入水中の生物難分解性有機物の酸化に供しなかった残存
する溶存オゾンを除去するものである。このような活性炭処理装置３としては、一般的な
活性炭塔を用いることができる。活性炭処理装置３で得られる活性炭処理水はラインＬ４
を経て排出される。
【００４０】
　逆浸透膜処理装置４は、ラインＬ４を経て流入される流入水を、逆浸透膜を用いて処理
（逆浸透膜処理）するものである。逆浸透膜は、オゾン処理装置２で生物難分解性有機物
の部分分解によって得られた部分分解物の一部を除去する。即ち、逆浸透膜は上記部分分
解物の一部を透過させない。このような逆浸透膜処理装置４に用いる逆浸透膜としては、
一般的な逆浸透膜を用いることができる。逆浸透膜処理装置４で得られた逆浸透膜処理水
、即ち逆浸透膜を通過して得られる処理水は、ラインＬ５を経て排出される。なお、図示
しないが、逆浸透膜処理装置４で得られた分離濃縮水はさらに別の逆浸透膜処理装置で処
理して、処理水は原水に還流させ、分離濃縮水は系外に排出する。
【００４１】
　第２生物処理装置５は、ラインＬ５を経て流入する流入排水を生物処理するものである
。逆浸透膜処理装置４において、分解物の一部のみが逆浸透膜を透過せず、残部が逆浸透
膜を通過する場合には、ＴＯＣ濃度が高くなる。第２生物処理装置５は、このような逆浸
透膜処理装置４で除去されなかった分解物の残部を生物処理によって除去するものである
。第２生物処理装置５は、処理水排出ラインＬ６を経て排出される。
【００４２】
　第２生物処理装置５では、第１生物処理装置１に比べてＴＯＣ濃度が低くなっているた
め、第２生物処理装置５は、低負荷でも菌体が維持できる生物膜付着担体を曝気槽内に有
することが好ましい。曝気槽としては流動床式のもの、固定床式のもののいずれでもよい
が、特に菌体との接触効率が良い固定床式のものが好ましい。
【００４３】
　ここで、上記担体としては、活性炭を用いることが好ましい。即ち第２生物処理装置５
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は、曝気槽内に生物活性炭を有することが好ましい。この場合、第２生物処理装置５の設
置面積を小さくできるとともに、安定した処理水水質が見込めることができる。第２生物
処理装置５では、負荷が低いため第１生物処理装置１と異なり閉塞の恐れが小さい。
【００４４】
　次に、上述した有機排水の処理装置１００を用いた有機排水の処理方法について説明す
る。
【００４５】
　まず本実施形態の有機排水の処理装置１００による処理対象は、生物易分解性有機物と
、界面活性剤のような生物難分解性有機物とを含有する有機排水である。このような有機
排水中のＴＯＣ濃度は特に限定されないが、１～１０００mg‐C/Lであると好適に処理す
ることが可能であり、１０～２００mg‐C/Lであるとより好ましく処理することが可能で
ある。また、生物難分解性有機物が界面活性剤であるとき、その界面活性剤の濃度が１～
１００mg-C/L程度、好ましくは５～５０mg-C/L程度である場合に本発明は特に有効である
。
【００４６】
　原水である有機排水は、導入ラインＬ１を経て第１生物処理装置１に導入する。第１生
物処理装置１では、有機排水に含まれる生物難分解性有機物及び生物易分解性有機物のう
ち主として生物易分解性有機物が生物処理される（第１処理工程）。このとき、ｐＨ調整
剤添加装置１０により、導入ラインＬ１に酸またはアルカリを添加することによって、第
１生物処理装置１で処理される有機排水を、生物処理に適した中性域のｐＨ６～８に調整
することが好ましい。こうして第１生物処理装置１で得られる生物処理水では、第１生物
処理装置１で生物処理される前の有機排水中と比べて、生物難分解性有機物に対する生物
易分解性有機物の割合が十分に小さくなっている。
【００４７】
　オゾン処理装置２では、ラインＬ２を経て流入する流入水にオゾンガスが注入されるこ
とによってオゾン処理が行われ、それにより、流入水中に含まれる生物難分解性有機物の
少なくとも一部が部分分解され、部分分解物が得られる（第２処理工程）。このとき、生
物難分解性有機物は具体的には、以下の生物易分解性有機物まで部分分解される。
（１）イオン性かつ低分子TOC
（２）非イオン性かつ比較的高分子TOC
（３）非イオン性かつ低分子TOC
【００４８】
　生物難分解性有機物が界面活性剤である場合、界面活性剤の分子量は一般に数百程度で
あるが、オゾン処理によりその一部は数十程度の分子量をもつ低分子まで部分分解される
。
【００４９】
　このとき、オゾン処理装置２に流入される流入水では、第１生物処理装置１で生物処理
される前の有機排水と比べて、生物難分解性有機物に対する生物易分解性有機物の割合が
十分に小さくなっている。このため、オゾンは主に生物難分解性有機物の分解のために用
いられる。従って、オゾン注入量を低減することができる。
【００５０】
　注入するオゾン量としては、有機排水のTOC濃度と後段の逆浸透膜における通水フラッ
クスの設計値にもよるが、オゾン／TOC（重量比）が0.01～24、好ましくは0.1～6、さら
に好ましくは0.2～2となるようにすればよい。
【００５１】
　こうしてオゾン処理装置２で得られるオゾン処理水は、ラインＬ３を経て排出される。
【００５２】
　活性炭処理装置３では、ラインＬ３を経て流入される流入水が活性炭処理される（活性
炭処理工程）。具体的には、流入水が活性炭に接触し、流入水中に生物難分解性有機物の
酸化に供しなかった溶存オゾンが残存している場合には、その溶存オゾンが活性炭に吸着
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・接触分解されることによって除去される。このとき、通水速度ＳＶ（Space Velocity）
は溶存オゾンと活性炭の接触時間を十分に確保する必要があるという理由から、1～50ｈ
－１であることが好ましい。こうして活性炭処理装置３で得られる活性炭処理水は、ライ
ンＬ４を経て排出される。
【００５３】
　逆浸透膜処理装置４では、ラインＬ４を経て流入する流入水中の（１）イオン性かつ低
分子TOC及び（２）非イオン性かつ比較的高分子TOCは逆浸透膜を透過せずに除去され、逆
浸透膜を通過して得られる逆浸透膜処理水がラインＬ５を経て排出される（第３処理工程
）。このとき、逆浸透膜処理水中には、（３）非イオン性かつ低分子TOCが残っている。
逆浸透膜は種類にもよるが一般に数十以下の分子量の非イオン性TOCを透過するため、（
３）の非イオン性かつ低分子TOCは逆浸透膜では除去されずに透過する。
【００５４】
　第２生物処理装置５では、ラインＬ５を経て流入される流入水中に残留している（３）
非イオン性かつ低分子TOCが生物処理によって分解される（第４処理工程）。第２生物処
理装置５の通水速度ＳＶは1～50ｈ－１、好ましくは5～20ｈ－１である。このとき、ｐＨ
調整剤添加装置１１によってラインＬ５に酸又はアルカリを添加し、第２生物処理装置５
におけるｐＨを生物処理に適した中性域の６～８に調整することが好ましい。こうして第
２生物処理装置５で得られる生物処理水は、ラインＬ６を経て排出される。
【００５５】
　以上述べたように、本実施形態の有機排水の処理装置１００によれば、有機排水が第１
生物処理装置１で生物処理される。このとき、有機排水中に含まれる生物難分解性有機物
及び生物易分解性有機物のうち、主として生物易分解性有機物が生物処理によって低減さ
れる。このため、オゾン処置装置２でオゾン処理によって生物難分解性有機物を行う場合
に、生物難分解性有機物が効果的に分解されることになる。このため、オゾン処理に使用
するオゾン注入量を低減することができる。このため、第２生物処理装置５で行われる生
物処理が、残存するオゾンによって悪影響を受けることを十分に抑制することができる。
さらに、オゾン処理装置２では、生物難分解性有機物の少なくとも一部が部分分解され、
このとき得られる分解物は、逆浸透膜処理装置４及び第２生物処理装置５で順次逆浸透膜
処理および生物処理を行うことによって効果的に除去される。
【００５６】
　よって、処理水排出ラインＬ６を経て排出される処理水におけるＴＯＣ濃度を０．１mg
-C/L以下にまで十分に低減することができ、処理水水質を向上させることができる。
【００５７】
　特に、オゾン処理装置２の下流側でかつ逆浸透膜処理装置４の上流側には活性炭処理装
置３があり、残存した溶存オゾンがより十分に除去される結果、第２生物処理装置５にお
ける生物処理の処理効率の低下をより十分に抑制することができる。
【００５８】
　さらに、本実施形態の有機排水の処理方法によれば、逆浸透膜処理装置４において、フ
ラックスの低下をも十分に抑制することができる。従って、長期間にわたって逆浸透膜の
交換が不要となり、有機排水の処理効率を向上させることができる。
【００５９】
　（第２実施形態）
　次に本発明の第２実施形態について図２を参照して説明する。
【００６０】
　図２は、本発明に係る有機排水の処理装置の第２実施形態を示すフロー図である。図２
に示すように、有機排水の処理装置２００は、第２生物処理装置５と逆浸透膜処理装置４
とが入れ替えられ、第２生物処理装置５の下流側でかつ逆浸透膜処理装置４の上流側に、
凝集分離処理を行う凝集分離処理装置６が配置されている点で第１実施形態の有機排水の
処理装置１００と相違する。ここで、凝集分離処理装置６は、凝集剤等により流入水中の
懸濁物質を凝集させ、分離して除去するものである。
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【００６１】
　本実施形態の有機排水の処理装置２００によれば、第２生物処理装置５で生成された懸
濁物質が凝集分離処理装置６で除去されるため、逆浸透膜処理装置４において懸濁物質に
よる逆浸透膜の閉塞が抑制される。従って、逆浸透膜処理装置４におけるフラックスの低
下が十分に抑制され、逆浸透膜処理装置４におけるフラックスを安定化することが可能と
なる。よって、第１実施形態と同様、長期間にわたって逆浸透膜の交換が不要となり、有
機排水の処理効率を向上させることができる。なお、本実施形態では、第２生物処理装置
５が第３処理装置を構成し、逆浸透膜処理装置４が第４処理装置を構成する。
【００６２】
　本発明は上記第１及び第２実施形態に限定されるものではない。例えば上記第２実施形
態では、第２生物処理装置５と逆浸透膜処理装置４との間に凝集分離処理装置６が配置さ
れているが、図３に示す有機性排水の処理装置３００のように、凝集分離処理装置６は省
略可能である。この場合でも、最終的に得られる処理水中のＴＯＣ濃度を０．１mg-C/L以
下にまで低減することができる。
【００６３】
　また処理水中のＴＯＣ濃度をさらに低減するため、処理水排出ラインＬ６に逆浸透膜処
理装置やＵＶ酸化装置などのＴＯＣ低減装置がさらに設置されてもよい。
【００６４】
　界面活性剤の種類によっては逆浸透膜のファウリングが起こりやすい場合がある。予備
試験によりこのような傾向が判明したときは、逆浸透膜のファウリングを防止するため、
逆浸透膜処理装置４の前段、即ちラインＬ４にアルカリを添加し、逆浸透膜処理装置４に
流入される流入水をｐＨ９～１２（好ましくはｐＨ１０～１１）に調整して運転すること
が好ましい。もちろん予備試験でファウリングの傾向が見られなくても念のために高ｐＨ
運転できるように装置を構成しておいてもよい。
【００６５】
　さらに、オゾン処理装置２の前段、即ちラインＬ２に、オゾン分解促進剤である過酸化
水素やアルカリなどを添加する促進酸化処理装置が設置されても良い。この場合、促進酸
化処理装置によってラインＬ２にオゾン分解促進剤である過酸化水素やアルカリなどが添
加されるため、オゾン処理装置２において生物難分解性有機物の酸化処理を促進すること
ができる。
　また上記第１及び第２実施形態では、活性炭処理装置３が用いられているが、活性炭処
理装置３は、オゾン処理装置２で得られるオゾン処理水中の残存オゾン量が少ない場合に
は省略可能である。
【実施例】
【００６６】
　以下、本発明の内容を、実施例及び比較例を挙げてより具体的に説明するが、本発明は
以下の実施例に限定されるものではない。
【００６７】
　（実施例１）
　処理されるべき有機排水として、非イオン性界面活性剤ＨＳ－２１０(ＡＤＥＫＡ製)を
１００mg-C/L、ＴＭＡＨ(テトラメチルアンモニウムヒドロキシド)５０mg-C/Lを混合した
模擬排水を使用し(ＴＯＣ濃度は約１５０mg-C/L)、これを、図１に示す有機排水の処理装
置から活性炭処理装置３を除いたものを用いて処理した。このとき、第１生物処理装置と
しては、容量３Ｌのアクリル製反応槽に一辺３ｍｍの立方体形状のスポンジを入れ、好気
性細菌を馴養させたものを使用した。滞留時間は８時間となるようにした。
【００６８】
　第１生物処理装置で得られる生物処理水は、凝集処理及びろ過処理によって生物由来の
懸濁物質を除去してから後段のオゾン処理装置へ送水した。凝集処理の条件としては、生
物処理水をｐＨ６．５に調整した後、ＰＡＣが１５０mg/Lとなるように添加し、急速攪拌
を１０分、緩速攪拌を１０分行った。ろ過処理はＮｏ．５Ａのろ紙を用いて行った。
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【００６９】
　オゾン処理装置としてのオゾン処理槽には、半回分式のオゾン処理容器(処理量２Ｌ)を
使用した。注入したオゾン量は、オゾン／ＴＯＣ＝０．２(質量比)とした。
【００７０】
　逆浸透膜処理装置としては、給水流量０．５ｍｌ／ｍｉｎの平膜試験装置を使用した。
逆浸透膜(平膜)としては、ポリアミド製逆浸透膜ＥＳ－２０（日東電工社製）を使用した
。
【００７１】
　第２生物処理装置としては、生物活性炭塔を使用した。生物活性炭塔は、クリコールＷ
Ｇ１６０(栗田工業製、１０／３２メッシュ)をφ７ｍｍ×Ｈ１０００のアクリルカラムに
、通水速度ＳＶが１０ｈ－１となるように充填したものであり、約１ヶ月間、給水で馴養
し、カラム出口のＴＯＣ濃度が安定してから使用した。
【００７２】
　そして、第１生物処理装置の出口、オゾン処理装置の出口、逆浸透膜処理装置の出口、
および第２生物処理装置の出口のそれぞれにおいてＴＯＣ濃度を測定した。結果を表１に
示す。
【００７３】
　また逆浸透膜処理装置ではフラックスを測定した。結果を表２に示す。
【００７４】
　（実施例２）
　図３に示すように、第２生物処理装置と逆浸透膜処理装置とを入れ替えたこと以外は実
施例１と同様にして有機排水の処理装置を作製した。こうして得られた有機排水の処理装
置を用い、実施例１と同様の有機排水を処理した。そして、実施例１と同様にして第１生
物処理装置の出口、オゾン処理装置の出口、第２生物処理装置の出口および逆浸透膜処理
装置の出口のそれぞれにおいてＴＯＣ濃度を測定した。結果を表１に示す。
【００７５】
　また逆浸透膜処理装置ではフラックスを測定した。結果を表２に示す。
【００７６】
　（実施例３）
　第２生物処理装置の下流側でかつ逆浸透膜処理装置の上流側に凝集分離装置を設けたこ
と以外は実施例２と同様にして有機排水の処理装置を作製した。こうして得られた有機排
水の処理装置を用い、実施例１と同様の有機排水を処理した。そして、実施例１と同様に
して第１生物処理装置の出口、オゾン処理装置の出口、第２生物処理装置の出口、凝集分
離装置の出口および逆浸透膜処理装置の出口のそれぞれにおいてＴＯＣ濃度を測定した。
結果を表１に示す。
【００７７】
　また逆浸透膜処理装置ではフラックスを測定した。結果を表２に示す。
【００７８】
　（比較例１）
　図４に示すように、オゾン処理装置と第１生物処理装置とを入れ替えたこと以外は実施
例１と同様にして有機排水の処理装置を作製した。こうして得られた有機排水の処理装置
を用い、実施例１と同様の有機排水を処理した。そして、オゾン処理装置の出口、第１生
物処理装置の出口、逆浸透膜処理装置の出口、および第２生物処理装置の出口のそれぞれ
においてＴＯＣ濃度を測定した。結果を表１に示す。
【００７９】
　また逆浸透膜処理装置ではフラックスを測定した。結果を表２に示す。
【００８０】
　（比較例２）
　図５に示すように、第２生物処理装置に代えて、別の逆浸透膜処理装置を用いたこと以
外は実施例１と同様にして有機排水の処理装置を作製した。こうして得られた有機排水の
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処理装置を用い、実施例１と同様の有機排水を処理した。
【００８１】
　そして、第１生物処理装置の出口、オゾン処理装置の出口、逆浸透膜処理装置の出口、
およびさらに下流側にある逆浸透膜処理装置の出口のそれぞれにおいてＴＯＣ濃度を測定
した。結果を表１に示す。
【００８２】
　また逆浸透膜処理装置ではフラックスを測定した。結果を表２に示す。
【００８３】
　＜実験結果＞
　表１に示す結果より、実施例１～３では、処理水中のＴＯＣ濃度が、比較例１及び２に
比べて十分に低減されることが分かった。
【００８４】
　また表２に示す結果より、実施例１及び３では、逆浸透膜のフラックスは0.7m/d付近で
安定であり、実施例２に比べて十分に高く維持されることが分かった。
 
【表１】

【表２】

【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明に係る有機排水の処理装置の一実施形態を示すフロー図である。
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【図２】本発明に係る有機排水の処理装置の別の実施形態を示すフロー図である。
【図３】本発明に係る有機排水の処理装置のさらに別の実施形態を示すフロー図である。
【図４】比較例１に係る有機排水の処理装置を示すフロー図である。
【図５】比較例２に係る有機排水の処理装置を示すフロー図である。
【符号の説明】
【００８６】
　１…第１生物処理装置（第１処理装置）、２…オゾン処理装置（第２処理装置）、３…
活性炭処理装置、４…逆浸透膜処理装置（第３処理装置）、５…第２生物処理装置（第４
処理装置）、６…凝集分離処理装置、１００，２００，３００…有機排水の処理装置。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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